
　

市
民
の
皆
さ
ん
が
、
市
内
の
施
工
業

者
を
利
用
し
て
、
自
宅
の
補
修
、
改
修

工
事
（
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
）
を
行
う
場

合
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

対
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

▼
所
沢
市
に
居
住
し
、
住
民
登
録
（
外

国
人
登
録
を
含
む
）
を
し
て
い
る
方

▼
対
象
住
宅
（
集
合
住
宅
の
場
合
は
専

有
部
分
）
の
所
有
者
で
あ
り
、
か
つ

居
住
し
て
い
る
方

▼
市
税
の
滞
納
が
な
い
方

▼
対
象
住
宅
の
所
有
者
で
過
去
に
こ
の

資
金
補
助
を
受
け
て
い
な
い
方

補
助
対
象　

次
の
す

べ
て
に
該
当
す
る

工
事

▼
工
事
費
が
20
万
円

以
上
（
消
費
税
別
）

で
市
内
施
工
業
者

が
行
う
住
宅
改
修
工
事

▼
市
の
ほ
か
の
助
成
制
度
に
よ
る
補
助

対
象
工
事
以
外
の
工
事

▼
補
助
申
請
後
、
交
付
決
定
を
受
け
て

か
ら
着
工
さ
れ
、
平
成
24
年
３
月
31

日
ま
で
に
完
了
す
る
工
事

【
注
意
事
項
】

●
工
事
が
す
で
に
着
工
さ
れ
て
い
る
も

の
や
、
完
了
し
て
い
る
も
の
は
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

●
住
宅
改
修
工
事
と
は
、
建
物
の
内
外

装
の
修
理
・
修
繕
、
建
物
の
増
改
築

お
よ
び
間
取
り
の
変
更
、
居
室
・
浴

室
・
玄
関
・
台
所
・
ト
イ
レ
等
の
改

良
・
改
善
な
ど
で
す
。

●
大
工
工
事
を
含
ま
な
い
エ
ア
コ
ン
設

置
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

補
助
金
額　

税
抜
き
工
事
費
の
５
％
に

相
当
す
る
額
（
千
円
未
満
は
切
り
捨

て
）
で
10
万
円
を
限
度
額

◎
見
積
り
金
額
と
工
事
金
額
の
う
ち
、

低
い
方
の
金
額
を
補
助
対
象
と
し
ま
す
。

予
算
（
５
０
０
万
円
）
の
範
囲
内
で
申

し
込
み
先
着
で
補
助
し
ま
す
。

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
の

我が家の耐震診断・相談会

【
交
付
申
請
書
類
】

▼
所
沢
市
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
資
金
補
助

金
交
付
申
請
書
（
様
式
第
１
号
）

▼
住
民
票
ま
た
は
外
国
人
登
録
原
票
記

載
事
項
証
明
書
の
写
し

▼
市
税
の
未
納
税
額
の
な
い
こ
と
の
証

明
書

▼
住
宅
の
固
定
資
産
税
（
土
地
・
家

屋
）
の
明
細
書
の
写
し

▼
改
修
工
事
の
見
積
書
の
写
し

▼
設
計
図

▼
案
内
図

▼
改
修
工
事
予
定
の
現
場
写
真

▼
印
鑑

◎
申
請
書
は
、
商
工
労
政
課
に
備
え
付

け
の
ほ
か
、

か
ら
も
入
手
で
き
ま

す
。
詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

申  

問
５
月
２
日
㈪
か
ら
、
交
付
申
請
書

類
等
を
持
参
の
う
え
市
役
所
２
階
商

工
労
政
課
☎
２
９
９
８
_９
１
５
５

　

5
２
９
９
８
_９
１
６
２
へ
直
接

　市では、㈳埼玉建築士会入間第一支部所沢部会との共催で、
木造住宅の無料簡易耐震診断・相談会を開催します。
日５月29日㈰①午前９時30分～②10時30分～③11時30分～
　④午後１時～⑤２時～⑥３時～
◎相談時間は１時間以内です。
場市役所６階６０４会議室
内建築士による個別相談、耐震関係のビデオ上映、パネル展示等
対昭和56年５月31日以前に、在来工法または枠組壁工法（２

ツーバイフォー

×４工法）で市内に建て
られた、延床面積５００㎡以下の平屋または２階建ての木造戸建住宅

定いずれの時間帯も申し込み先着各５人
申 問５月２日㈪から20日㈮までに、市役所２階建築指導課☎２９９８-９１８０へ新
築や増築時の平面図、立面図、仕様書等を持参

◎平面図がない場合は、部屋の寸法と柱、壁、窓や出入り口の位置が分かる間取り図
をご用意ください。また、申し込み時に、建築年次、地盤や基礎の状況、屋根の仕上
げ（瓦

かわらぶ

葺き、鉄板葺きなど）、外壁仕上げを確認します。

　専門家による耐震診断等を受ける際および耐震改修を行った際の補助制度です。

我が家の耐震診断・耐震改修補助事業

【留意事項】

▼規模・構造によっては対象とならないものもあります。

▼区分所有の共同住宅は、管理組合等での決議が必要です。
対市税の滞納がない方
◎詳細は、市HPをご覧いただくかお問い合わせください。
申 問必ず耐震診断・耐震改修を行う前に市役所２階建築指導課
　☎２９９８-９１８０5２９９８-９１５２へ申請

　

ア
ナ
ロ
グ
放
送
は
、
７
月
24
日
㈰

正
午
か
ら
、
ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
の
「
お

知
ら
せ
画
面
」
に
移
行
し
、
24
時
ま

で
に
は
す
べ
て
の
放
送
が
終
了
（
完

全
停
波
）
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
に
、

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
（
地
デ
ジ
）
を

視
聴
す
る
た
め
の
準
備
を
し
な
い
と

テ
レ
ビ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。

◆
地
デ
ジ
を
見
る
た
め
に
は
？

　

地
デ
ジ
対
応
の
受
信
機
と
Ｕ
Ｈ
Ｆ

ア
ン
テ
ナ
が
必
要
で
す
。
受
信
機
は
、

新
た
に
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
を
購
入
す

る
か
、
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
に
地
デ

ジ
用
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
取
り
付
け
る
方
法

等
が
あ
り
ま
す
。
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
は
、

南
関
東
な
ど
、
地
域
に
よ
っ
て
新
た
に

設
置
・
調
整
等
が
必
要
な
場
合
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
他
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に

加
入
す
る
こ
と
に
よ
り
視
聴
す
る
方
法

も
あ
り
ま
す
。

◆
共
同
ア
ン
テ
ナ
で
テ
レ
ビ
を
ご
覧
の
方

　

デ
ジ
タ
ル
化
の
た
め
の
共
同
ア
ン
テ

ナ
の
施
設
改
修
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、

今
ま
で
、
ビ
ル
陰
等
を
原
因
と
す
る
受

信
障
害
対
策
共
聴
施
設
で
テ
レ
ビ
を
ご

覧
の
方
は
、
受
信
障
害
が
解
消
さ
れ
る

場
合
、
ご
自
宅
に
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
を

設
置
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

◆
早
め
の
対
応
を

　

７
月
24
日
㈰
の
ア
ナ
ロ
グ
放
送
終
了

時
期
が
近
づ
く
に
従
い
、
ア
ン
テ
ナ
の

設
置
・
調
整
等
の
工
事
が
集
中
し
、
間

に
合
わ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

で
き
る
限
り
早
め
に
対
応
し
ま
し
ょ
う
。

◆
地
デ
ジ
に
関
す
る
相
談
窓
口

　

地
デ
ジ
の
準
備
に
当
た
り
、
「
何
を

す
れ
ば
よ
い
か
分
か
ら
な
い
」
と
い
う

方
や
「
テ
レ
ビ
を
買
っ
た
の
に
デ
ジ
タ

ル
放
送
を
受
信
で
き
な
い
」
と
い
っ
た

方
へ
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
ま
ず
は
、

お
電
話
く
だ
さ
い
。

問
デ
ジ
サ
ポ
埼
玉
（
総
務
省
テ
レ
ビ
受

信
者
支
援
セ
ン
タ
ー
）
HPhttp://

　
digisuppo.jp/branch/saitam

a/14/

　

☎
０
４
８
_
６
１
０
_
８
０
８
０

◆
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
給
付
等
の
支
援

に
関
す
る
相
談
窓
口

　

経
済
的
な
理
由
等
で
地
上
デ
ジ
タ
ル

放
送
に
対
応
で
き
な
い
世
帯
（
市
町
村

民
税
非
課
税
の
世
帯
な
ど
）
に
対
し
て

は
、
簡
易
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
無
償
給
付
な

ど
の
支
援
も
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援

実
施
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問

総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支

援
実
施
セ
ン
タ
ー
HPh

ttp
://

　
w
w
w
.chidejishien.jp/

▼
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全
額
免
除
世

帯
へ
の
支
援
に
つ
い
て
…

　

☎
０
５
７
０
_
０
３
３
８
４
０
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▼
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
支

援
に
つ
い
て
…

　

☎
０
５
７
０
_
０
２
３
７
２
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◎
Ｂ
Ｓ
ア
ナ
ロ
グ
放
送
も
７
月
24
日

㈰
に
終
了
し
ま
す
の
で
Ｂ
Ｓ
デ
ジ
タ

ル
放
送
へ
の
移
行
を
お
願
い
し
ま
す
。

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
お
知
ら
せ

◆耐震診断補助
補助対象建築物 補 助 対 象 者 補　　助　　額

昭和56年５月31日以前に
着工した住宅
（一戸建て・兼用・共同
住宅、長屋）

一戸建て住宅および兼
用住宅を所有または居
住している方

耐震診断に要した費用の２分の１
（３万円を限度）

共同住宅および長屋を
所有している方

耐震診断に要した費用の２分の１
または住戸数×２万円のどちら
か低い額（100万円を限度）

◆構造計算再チェック補助
補助対象建築物 補 助 対 象 者 補　　助　　額

昭和56年６月１日以後に
着工した共同住宅

共同住宅を所有してい
る方

構造計算再チェックに要した費
用の２分の１（15万円を限度）

◆耐震改修補助
補助対象建築物 補 助 対 象 者 補　　助　　額

昭和56年５月31日以前に
着工した住宅

一戸建て住宅および兼
用住宅を所有または居
住している方

耐震改修に要した費用の15.2％
（20万円を限度）

共同住宅および長屋を
所有している方

耐震改修に要した費用の15.2％
または住戸数×20万円のどちら
か低い額（300万円を限度）

一
部
を
補
助

ア
ナ
ロ
グ
放
送
終
了
ま
で
あ
と
３
か
月
を
切
り
ま
し
た
！

�　広報　　　　　　　　　　平成23年５月号


